
久里浜地域運営協議会第 66回定例会 

（令和５年度第２回） 

日時：令和 5年 7月 18日（火） 

18時 30分～20時 00分 

久里浜行政センター 第 1・2会議室 

 

委員出席者：小川会長、森下副会長、吉川副会長、橋本副会長、中井理事、加藤

監事、君島会計、藤森委員、武田委員、島内委員 

オブザーバー：㈱GNF-J 梁井様 

事務局出席者：橋本館長、樋口副館長、坂尾担当 

 

新委員のご紹介 

久里浜地区社会福祉協議会 会長 吉川 勝彦（よしかわ かつひこ）様 

 

１ 各専門部会の活動状況について 

 

（１）みんなの公園専門部会（小川会長） 

・みんなの公園専門部会は現状活動を休止しており、みんなの公園もなく

なってしまったため、本専門部会は廃止してよろしいか。 

→ 全会一致で承認しました。 

 

（２）防災・防犯専門部会（中井会長） 

   ・令和 5年度検討委員・運営委員長と各避難所運営委員会の会議・訓練日

が決定した。 

   ・7 月 13 日（木）連合町内会役員と各中学校青少年育成活動地域連絡会

役員との意見交換会を実施した。 

   ・令和 5年度「安全・あんしんのつどい」を 10月 7日に開催予定で進め

ている。チラシ等詳細については別途連絡する。 

 第 1部「特殊詐欺の撲滅に向けて」 

     「交通事故の撲滅に向けて」 

 第 2部「昭和 49年の平作川氾濫とその後の対策について」 

・三浦半島の活断層についての防災研修会を 12月 12日（火）に開催を

予定している。詳細については別途連絡する。 

      



（３）歴史と文化専門部会（小川会長） 

   ・「くりはまカレンダー２０２４」作成を開始した。 

   ・「くりはまトートバッグ」 販売状況の報告をした。 

   ・「お散歩マップ」残数を報告。改訂版の検討を開始した。 

   ・くりはま歴史絵本(第 4 集)を英訳してもらった。7 月 15 日(土)の水師

提督ペリー上陸記念式典の前に参列者へ寄贈した。 

 

（４）マリノス専門部会 

・F・Marinos Sports Parkがグランドオープンした。 

   ・久里浜駅自転車等駐車場及び消防団詰所の壁面装飾について報告した。

その他、京急電車、京急久里浜駅構内、電柱などにも装飾をしている。 

   ・久里浜商店街とマリノスが共同開発した「F・マリノス KURIHAMA カレ

ー」の販売を開始した。発売を記念してお披露目会を実施した。 

   ・第 1 回久里浜商店街主催少年サッカー大会開催を計画している。実施

要項案を報告した。 

     

 

２ その他 

 

（１）7月 15日（土）久里浜ペリー祭について 

  ・強風注意報の影響で花火の打ち上げはできなかった。 

  ・費用は花火を打ち上げたときと同じくらいかかった。 

  ・開国バザール・ナイトバザールは賑わっていた。 

 

（２）青少年育成専門部会発足要否ついて 

  ・各地域運営協議会にそのような専門部会があるか照会をかけた。 

  ・照会の結果を基に、次回以降の会議で議論をする。 

 

（３）久里浜でんしゃ公園 苦情について 

   ・近隣住民より、夜間の騒音問題、草木の管理、公園利用者以外による駐

車場・駐輪場の利用等について苦情が出ている。 

公園管理課に公園の管理はどうなっているのか、当初の話通りになっ

ているのかを確認する。初心に帰って見直しをしてもらいたい。 

 

 

 



 ★確認事項の回答 

 

１ 「隣接住宅と公園を隔てる緩衝帯の整備」について 

開園時に植栽した緩衝帯（草地）が枯死したため、今後、低木で復旧するま

での暫定措置として、5 月中旬頃、緩衝帯の縁にロープ柵を設置しました。 

その後、隣接住民の方から、ロープ柵の位置が公園整備前に本市から説明を

受けた緩衝帯の位置と違うため、正しい位置に付け替えるように、ご指摘を受

け、６月中旬頃にロープ柵の再設置を行っております。 

こうしたことから、現在はご要望の位置に、ロープ柵が設置されていると認

識しています。 

なお、緩衝帯（低木）の植栽につきましては、樹種の選定、予算の確保も含

め、現在、検討を行っておりますが、実施の目途がつき次第、近隣住民の方々

にご説明をしたうえで、復旧作業を行いたいと考えております。 

 

２ 「あずまやへ夜中に若者が集結して騒ぐことの対応」について 

騒音問題につきましては、現地あずまやと公園掲示板に注意看板を掲示して

注意喚起を行っているほか、横須賀南警察署へ相談し夜間のパトロール強化を

実施してもらっております。また、駐輪場の公園利用者以外の利用については

段階的（全体的に注意喚起→個別対応→駐輪場閉鎖）に対応しており、6/22 に

実施した全体に向けた注意喚起（写真 1）で改善が見られないのであれば個別

対応から閉鎖へと移行する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以上 

次回は令和 5年 9月 12日（火） 

１８時３０分～ 

久里浜行政センター 第 1・２会議室 


